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(57)【要約】
　少なくとも１つの電磁放射を伝播させるべく適合され
た装置、構成、内視鏡、カテーテル、及び方法が提供さ
れる。具体的には、特別に構成された導波路装置を利用
することにより、生物学的サンプルを照射するべく意図
された複数のビームに電磁放射をスプリットさせると共
に、固有の関連する特性をビームのそれぞれに付与可能
である。ビームは、個別の場所において生物学的サンプ
ルを照射すると共に、固有の関連する特性をビームのそ
れぞれに付与するためのものであってよい。更には、フ
ァイバに沿って伝播するビームの個別の関連する特性を
変更し、これにより、サンプル上の個別の場所の特性を
変更するために、ファイバの中の少なくとも１つ及びフ
ァイバへの入力を制御するべく構成された制御装置を提
供可能である。
【選択図】図２



(2) JP 2008-521516 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電磁放射を伝播させるべく適合された装置において、
　生物学的サンプルを照射するべく意図された複数のビームに前記少なくとも１つの電磁
放射をスプリットさせると共に、固有の関連する特性を前記ビームのそれぞれに付与する
べく特別に構成された導波路装置を備えたことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記導波路装置は、マルチモード導波路、マルチモード光ファイバ、及びミラートンネ
ルの中の少なくとも１つである請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの電磁放射を受光すると共に、前記導波路装置内、及びその近傍の
中の少なくとも一方に第１放射を生成する第１照射手段と、
　前記第１放射に基づいて少なくとも１つの第２放射を受光する第２照射手段と、
　を更に有する請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの第２放射は、前記第１放射の近似である請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの第２放射は、サンプル上の１つ又は複数の個別の場所において提
供される請求項３記載の装置。
【請求項６】
　前記第１照射手段は、光ファイバを含んでいる請求項３記載の装置。
【請求項７】
　前記第１照射手段は、レンズを更に含んでいる請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記ビームの前記固有の関連する特性を変更するために、前記導波路装置を制御するべ
く構成された更なる装置を更に有する請求項３記載の装置。
【請求項９】
　前記固有の関連する特性は、前記個別のビームの経路長及び位相の中の少なくとも一方
を含んでいる請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記更なる装置は、前記導波路装置の構造的な特性を変更することによって前記導波路
装置を制御する請求項８記載の装置。
【請求項１１】
　前記導波路装置の構造的な特性の変更は、前記導波路装置の断面との関係に対して非対
称なものである請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記更なる装置は、前記導波路装置の光学特性を変更することによって前記導波路装置
を制御する請求項８記載の装置。
【請求項１３】
　前記光学特性は、屈折率を含んでいる請求項１１記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２照射手段は、前記第２放射を前記サンプル上に既定のパターンとして生成する
べく構成された更なる照射手段を含んでいる請求項１１記載の装置。
【請求項１５】
　前記既定のパターンは、略円形である請求項１４記載の装置。
【請求項１６】
　前記導波路装置は、前記ビームを伝達するべく構成された複数のファイバを含んでいる
請求項５記載の装置。
【請求項１７】
　前記ファイバに沿って伝播する前記ビームの前記固有の関連する特性を変更し、これに
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より、前記サンプル上の前記個別の場所における前記特性を変更するために、前記ファイ
バの中の少なくとも１つ又は前記ファイバへの入力を制御するべく構成された制御装置を
更に有する請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記サンプルから反射された第３放射が前記導波路装置を通じて返送され、該第２放射
は前記第２放射に基づいている請求項５記載の装置。
【請求項１９】
　基準に対して伝達することを意図した前記少なくとも１つの電磁放射の一部を伝播させ
るべく構成された基準アーム部を更に有する請求項１８記載の装置。
【請求項２０】
　前記第３放射と前記基準アームから戻された第４放射を合成して干渉放射を生成する第
１装置と、
　前記干渉放射を検出するべく構成された第２装置と、
　前記干渉放射に基づいて前記サンプル上の前記個別の場所から戻された前記第３放射に
対応するデータを生成するべく構成された第３装置と、
　を更に有する請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　処理装置は、前記データに基づいて前記サンプルの少なくとも一部分の画像を生成する
べく更に構成されている請求項２０記載の装置。
【請求項２２】
　前記第２放射に基づいた前記サンプルから反射された第３放射を受光するべく適合され
た放射受光手段を更に有する請求項５記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの電磁放射は、チューニング可能な中心波長を具備した狭帯域光源
によって生成される請求項３記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの電磁放射は、広帯域光源によって生成され、前記第２放射と関連
付けられた前記サンプルから反射された第３放射と、前記基準アームセクションから戻さ
れた更なる放射が、互いに干渉すると共に、分光計装置によって受光されるべく適合され
ている請求項２３記載の装置。
【請求項２５】
　前記導波路装置を収容するプローブを更に有する請求項１記載の装置。
【請求項２６】
　前記プローブは、カテーテル、内視鏡、又は腹腔鏡の中の少なくとも１つである請求項
２５記載の装置。
【請求項２７】
　前記構成は、プローブ、内視鏡、又はカテーテルの中の少なくとも１つである請求項１
記載の装置。
【請求項２８】
　少なくとも１つの電磁放射を伝播させるべく適合された装置において、
　個別の場所において生物学的サンプルを照射するべく意図された複数のビームに前記少
なくとも１つの電磁放射を分離すると共に、固有の関連する特性を前記ビームのそれぞれ
に付与するべく特別に構成された導波路装置であって、前記ビームを伝達するべく構成さ
れた複数のファイバを含む導波路装置と、
　前記ファイバに沿って伝播する前記ビームの前記固有の関連する特性を変更し、これに
より、前記サンプル上の前記個別の場所の前記特性を変更するために、前記ファイバの中
の少なくとも１つ及び前記ファイバへの入力を制御するべく構成された制御装置と、
を備えたことを特徴とする装置。
【請求項２９】
　少なくとも１つの電磁放射を伝播させるべく適合された装置において、
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　単一の場所において生物学的なサンプルを照射するべく意図された複数のビームに前記
少なくとも１つの電磁放射を分離するべく特別に構成された導波路装置であって、前記ビ
ームを伝達するべく構成された複数のファイバを有する導波路装置と、
　前記ファイバに沿って伝播する前記ビームの固有の関連する特性の中の少なくとも１つ
を変更し、これにより、前記サンプル上の前記単一の場所を照射するために、前記ファイ
バの中の少なくとも１つ及び前記ファイバへの入力を制御するべく構成された制御装置で
あって、前記単一の場所は、前記ビームの前記固有の関連する特性によって判定される、
制御装置と、
を備えたことを特徴とする装置。
【請求項３０】
　少なくとも１つの電磁放射を伝播させる方法において、
　導波路装置を使用して生物学的なサンプルを照射するべく意図された複数のビームに前
記少なくとも１つの電磁放射を分離する段階であって、前記導波路装置は、固有の関連す
る特性を前記ビームのそれぞれに付与するべく特別に構成されている段階を備えたことを
特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学画像生成に関するものであり、更に詳しくは、サンプル上の複数の地点
を同時に照射し検出することによって光学画像生成を実行する能力を有する装置及び方法
に関するものである。
　（関連出願に対する相互参照）
　本出願は、２００４年１１月２９日付で出願された米国特許出願第６０／６３１，５３
９号に基づいており、この出願に伴う優先権の利益を主張するものであり、この開示内容
は、そのすべてが、本引用により、本明細書に包含されている。
【背景技術】
【０００２】
　ビームの走査を利用して光コヒーレンス・トモグラフィ（断層映像法：Ｏｐｔｉｃａｌ
　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＯＣＴ）や共焦点顕微鏡法などの画像を
形成する内視鏡／カテーテルに基づいた光学画像生成法は、１次元又は２次元のビームの
高速走査が不可能であることによって制約をうけることになる。この理由は、恐らくは、
高速光学走査の唯一の確実な方法が自由空間内における実行を要するという点にあろう。
又、内視鏡やカテーテルなどの小さなプローブ内におけるその使用は、これらの光学スキ
ャナのサイズによっても妨げられることになっており、走査メカニズムを小型化すること
ができれば、恐らくは、身体のあらゆる表面、産婦人科における適用、プローブに基づい
たアプリケーション、並びに、内臓系を含む光学画像生成法の医療における適用数が増大
することになろう。
【０００３】
　米国特許第５，３２１，５０１号は、断層映像法について記述しており、米国特許第５
，１６１，０５３号は、共焦点顕微鏡法について記述しており、これらは、いずれも、光
ファイバを利用している。但し、これらの文献に記述されている従来の方法は、サンプル
上の単一の合焦スポットの使用法について開示しており、このようなスポットを走査する
ための構成を有している。米国特許第５，６５９，６４２号は、共焦点顕微鏡法を実行す
るための光ファイバ束の使用について記述している。但し、この文献は、個別のチャネル
を選択的に照射するためのスイッチング構成についても記述している。この米国特許の開
示によれば、ファイバ束を使用してすべての地点を同時に照明し検出することにより、特
定のチャネルを選択的に照射するためのスイッチングメカニズムに対するニーズを除去し
ている。
【０００４】
　生体内の細胞レベルの分解能を有する画像を提供する能力を有する新しい診断画像生成
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技術として、内視鏡共焦点顕微鏡法の技術が提案されている。しかしながら、提案されて
いるこれらの技術は、直径が小さいプローブ内に配置可能な高速ビーム走査メカニズムを
開発することができないことに起因し、単一の光ファイバを使用することによって容易に
実現されていない。使用されているその他の方法においては、ファイバ束の近端において
合焦されたビームを走査することにより、ファイバ束内の光ファイバを選択的に照射して
いる。これらの方法は、チャネル間におけるビームのオーバーラップに起因して様々な問
題点を具備している（この結果、２つの地点が同時に照射されることになり、これにより
、クロストーク及び収差が発生するという結果をもたらしている）。単一のファイバを使
用して内視鏡共焦点画像生成を実行することが望ましいであろう。ファイバ束を使用する
場合には、複数の地点を同時に照射し、この結果、それぞれのファイバが、個別のファイ
バコア上に中心を有する固有のスポットによって照射されるようにすることが好ましいで
あろう。
【０００５】
　断層映像法（ＯＣＴ）は、光ファイバを使用して患者の臓器内において実施されてきた
画像生成モダリティである。図１は、特定のＯＣＴカテーテルの設計に共通した模範的な
メカニズム及び関連する光学要素を示している。これらのカテーテルの設計は、内部コア
１２０を包含可能であり、この内部コアは、近端１１０、１００においてＯＣＴシステム
に結合されると共に光を遠端１５０において合焦及び方向変更が可能である光ファイバ要
素１１５を包含可能である。内部コア１２０は、サンプル上においてビームを走査するべ
く機能する遠端オプティクスの１次元の動きを提供するべく、回転又は並進可能である。
内部コアは、透明なシース１３０内に収容されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　内部コアによる近端アクチュエータから遠端オプティクスへの動きの変換を利用したＯ
ＣＴにおけるカテーテルの使用法は、内部コアと外部透明シース間における摩擦によって
不均一な回転又は直線的な動き２００が発生した際に生じ得るアーチファクト（人工物）
に起因し、問題点を有している。この摩擦は、画像生成技術の分解能の増大に伴って更に
顕著になる線形のアーチファクトに起因する。この結果、これらの不均一な変換のアーチ
ファクトは、超高分解能（例えば、１μｍ）のＯＣＴが臨床的に利用可能となった際には
、このタイプのカテーテルの使用を妨げるであろう。この問題点は、手順におけるカテー
テルの曲がりや回転に起因した更なる摩擦により、更に悪化することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的の１つは、前述の欠点及び問題点を克服し、且つ、小型化して小さなプロ
ーブ内に内蔵することができるサンプル上の複数の地点を同時に照射する装置及び構成の
模範的な実施例を提供することにある。サンプル上のそれぞれの地点は、本発明による周
波数エンコーディング法の模範的な実施例を使用することにより、周波数によってエンコ
ードされている。この結果、サンプルを通じて反射又は伝達された信号の周波数を分析す
ることにより、エネルギー入力とサンプルの間のやり取りを表す画像が再構築可能である
。更には、単一の光ファイバを通じた光の供給を実現することにより、この装置をカテー
テル又は内視鏡に内蔵することも可能である。この本装置の模範的な実施例のその他の利
点には、可動部品の欠如、ヘテロダイン検出、及び断面画像を取得する能力を包含可能で
ある。これらの特性は、身体のあらゆるアクセス可能な表面における光学診断画像生成を
実行する際のこの装置の使用を促進するものである。一例として、この装置を使用および
／または内蔵可能な２つの技術は、内視鏡共焦点顕微鏡法及び断層映像法である。
【０００８】
　本発明による装置及び方法の更なる模範的な実施例を使用することにより、サンプル上
において複数の地点を同時照射して同時検出可能であり、この結果、恐らくは、単一スポ
ットを走査するというニーズが除去されることになろう。
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【０００９】
　従って、少なくとも１つの電磁放射を伝播させるべく適合された装置、構成、カテーテ
ル、及び方法の模範的な実施例が提供されている。具体的には、特別に構成された導波路
装置を利用することにより、生物学的なサンプルを照射するべく意図された複数のビーム
に電磁放射を分離又はスプリット（分割）すると共に、固有の関連する特性をビームのそ
れぞれに対して付与可能である。これらのビームは、個別の場所において生物学的サンプ
ルを照射すると共に、固有の関連する特性をビームのそれぞれに付与するためのものであ
ってよい。更には、ファイバに沿って伝播しているビームの固有の関連する特性を変更し
、これにより、サンプル上の個別の場所の特性を変更するために、ファイバの中の少なく
とも１つ及びファイバへの入力を制御するべく構成された制御装置を提供可能である。
【００１０】
　例えば、導波路は、マルチモード導波路および／またはミラートンネルであってよい。
又、少なくとも１つの電磁放射を受光すると共に、導波路装置内、及びその近傍の中の少
なくとも一方に第１放射を生成する第１照射構成を提供することも可能である。又、第１
放射に基づいて複数の第２放射を受光し生成する第２照射構成を提供することも可能であ
る。第２照射は、第１放射の近似であってよく、および／または、サンプル上の個別の場
所に提供可能である。第１照射構成は、光ファイバおよび／またはレンズを包含可能であ
る。
【００１１】
　本発明の別の模範的な実施例によれば、ビームの固有の関連する特性を変更するために
導波路装置を制御するべく構成された更なる装置を提供可能である。固有の関連する特性
は、個別のビームの経路長および／または位相を包含可能である。更なる装置は、導波路
装置の構造的特性を変更することによって導波路装置を制御可能である。この導波路装置
の構造的特性の変更は、導波路装置の断面に対して非対称なものであってよい。更なる装
置は、導波路装置の光学的特性を変更することによって導波路装置を制御可能である。こ
の光学特性は、屈折率を包含可能である。
【００１２】
　更には、第２照射手段は、第２放射をサンプル上に既定のパターンとして生成するべく
構成された更なる照射手段を包含可能である。この既定のパターンは、略円形であってよ
い。導波路装置は、ビームを伝達するべく構成された複数のファイバを包含可能である。
ファイバに沿って伝播しているビームの固有の関連する特性を変更し、これにより、サン
プル上の個別の場所の特性を変更するために、ファイバおよび／またはファイバへの入力
を制御するべく構成された制御装置を更に提供可能である。サンプルから反射された第３
放射を導波路装置を通じて返送可能であり、この第３放射は、第２放射に基づいたもので
あってよい。基準に対して転送するための電磁放射の一部を伝播させるべく構成された基
準アーム部を提供可能である。
【００１３】
　本発明の更に別の模範的な実施例によれば、第３放射と基準アームから戻ってきた第４
放射を合成して干渉放射を生成する合成装置を提供可能である。干渉放射を検出するべく
構成された検出装置を提供可能である。更には、干渉放射に基づいてサンプル上の個別の
場所から戻ってきた第３放射に対応するデータを生成するべく構成された処理装置を提供
可能である。処理装置は、データに基づいたサンプルの少なくとも一部分の画像を生成す
るべく更に構成可能である。電磁放射は、チューニング可能な中心波長を具備した狭帯域
光源によって生成可能である。電磁放射を広帯域光源によって生成することも可能であり
、且つ、導波路装置から戻ってきた第２放射と基準アーム部から戻ってきた放射を、分光
計装置によって受光されるように適合可能である。導波路装置を収容するプローブ（例え
ば、カテーテル、内視鏡、および／または腹腔鏡）を包含可能である。
【００１４】
　本発明のこれらの並びにその他の目的、特徴、及び利点については、添付の請求項との
関連において、本発明の実施例に関する以下の詳細な説明を参照することにより、明らか
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となろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の更なる目的、特徴、及び利点については、本発明の例示用の実施例を示してい
る添付の図面との関連において、以下の詳細な説明を参照することにより、明らかとなろ
う。
【００１６】
　添付図面においては、特記していない限り、同一の参照符号及び文字を使用して図示の
実施例の類似の特徴、要素、コンポーネント、又は部分を表記している。又、以下におい
ては、添付の図面を参照して本発明について詳細に説明しているが、これは、例示用の実
施例との関連において説明しているものである。
【００１７】
　本発明は、一般に、カテーテルの遠端においてビームを走査せず、これにより、不均一
な動きのアーチファクトの可能性を除去しているカテーテル典型例の模範的な変形を提供
している。従来のＯＣＴシステムにおいてＯＣＴを実施するための１つの方法は、時間領
域のＯＣＴ走査（ＴＤ－ＯＣＴ）に基づいたものであろう。
【００１８】
　従って、（図３に示されているように）、模範的な手順においては、干渉計３２５内の
基準アームの長さを画像生成の深度レンジに対応した距離にわたって高速走査することに
より、基準アームの経路長が光源３１０の光の時間的なコヒーレンス長以内においてサン
プルアーム内の所与の散乱体の経路長にマッチングした際に干渉パターンを生成する。Ｔ
Ｄ－ＯＣＴ法の場合には、広帯域幅の光３１０を干渉計に入力し、基準アーム３２５及び
サンプルアーム３４５に分離又はスプリットさせることができる。基準アームミラー３２
０を並進させることにより、基準アームの光学経路長を走査する。基準アーム３２５及び
サンプルアーム３４５から戻ってきた光をスプリッタ３３０において合成する。サンプル
アーム経路長が光のコヒーレンス長以内において基準アーム経路長にマッチングした際に
、干渉縞を検出可能である。縞パターンを検出することにより、組織の反射率を所与の軸
又は深度場所にマッピングする１軸方向の走査（Ａライン）を構築可能である。このプロ
セスをサンプル上の連続した横方向の場所において反復することにより、画像が生成可能
である。
【００１９】
　従来のＯＣＴ技法において一度に照射できるのは、サンプル上の１つの単一のスポット
のみである。本発明の模範的な実施例によれば、この代わりに、サンプル３６０上の横方
向の一次元を同時に照射することにより、遠端オプティクスによって複数のビーム３７０
を合焦可能である。干渉計信号の周波数の分析によってＯＣＴ画像全体を再構築できるよ
うに、サンプル３６０上のそれぞれの個別のビーム又はスポットを周波数によってエンコ
ード可能である。この模範的なＯＣＴのパラダイムの別の利点は、基準アームの経路長走
査を格段に低速において実行可能であり、この結果、従来の機械的な経路長走査法による
リアルタイムフレームレートにおけるＯＣＴ画像の生成が可能になるという点にある。
【００２０】
　（模範的なシステムの概要）
　本発明によるシステムの模範的な実施例の側部概略図が図４及び図５に示されている。
例えば、それぞれの装置は、放射源４００、５００、（サンプル４６０、５６０に入射す
る）サンプル経路及び（基準４１０、５１０に入射する）基準経路、並びに、検出器４７
０、５７０を包含可能である。図４のカテーテル４３０は、カテーテルの遠端に複数スポ
ット生成（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｓｐｏｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ：ＭＳＧ）装置４４０を
有する単一の光ファイバ４３５を包含可能である。或いは、この代わりに、図５のように
、ＭＳＧ装置５８０をカテーテル５３０の近端に配置することにより、光ファイバアレイ
５３５を照射することも可能である。この結果、サンプル４６０、５６０上の複数の地点
４５０、５５０が照射されることになる。



(8) JP 2008-521516 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

【００２１】
　（複数スポット生成（ＭＳＧ）装置）
　本発明によるＭＳＧ装置の模範的な一実施例の概略図の拡大図が図６に示されている。
光ファイバ６００から放射されたビームを、ミラートンネル又は光導波路６３０、６４０
への入力において、レンズ６１０によって１つのスポットに合焦することによって発散さ
せている。ミラートンネルの反対側の端部６５０に位置するレンズにより、１次元のライ
ンに沿って仮想的な光源又はビームを描いている。光は、サンプル６６０から反射し、そ
の共役経路に沿って戻ることになる。この本発明による光学システムの模範的な実施例は
、ファイバの開口に起因したぼやけた光の共焦点拒絶（ｃｏｎｆｏｃａｌ　ｒｅｊｅｃｔ
ｉｏｎ）を提供している。
【００２２】
　この模範的な光学装置の形状に起因し、それぞれのビーム（Ｉn）６７０を形成してい
る光は、ミラーの中の１つからｎ回にわたって反射されている。この同一のビームは、反
対側のミラーからｎ－１回にわたって反射される。１つ又は両方のミラー６３０、６４０
が、圧電トランスデューサなどの電気機械的アクチュエータを使用して移動する場合には
、それぞれの個別のビームに位相シフトｎｖdを付与可能あり、ここで、ｖdは、１つの可
動ミラーからの二重通過反射によって付与されるドップラーシフトである。
【００２３】
ｖd＝４ν／λ
【００２４】
　プローブから戻った信号をヘテロダイン検出することにより、ドップラーシフト周波数
０、ｖd、２ｖd、．．．、ｎｖdを同時計測可能である。それぞれの地点からの反射率は
、タップ付き帯域通過フィルタ又は傾斜周波数混合復調を使用して判定可能である。信号
の帯域幅は、エイリアシング（画像のギザギザ）を回避するべく、１／２ｖdを上回って
はならない。
【００２５】
　（図６の模範的な装置のコンポーネントの簡単な説明）
　１．レンズ６１０：ＧＲＩＮ、円筒形、平凸、凸凸、ドラム、ボール、非球面、複合要
素。非対称ホログラフィック拡散器
　２．ミラー６３０および／または６４０：誘電体、無指向性ミラー、コーティングされ
ていない金属
　３．ミラー動作メカニズム６３５：圧電トランスデューサ、カンチレバー
　４．レンズ６５０：ＧＲＩＮ（ＯＣＴ）、平凸、凸凸、ドラム、ボール、非球面、複合
要素（共焦点）
【００２６】
　（共役対称性）
　図６を参照して前述した模範的な２ミラーシステムは、共役対称性を具備している。両
方のミラーが、同期しており、且つ、同一の変調周波数を具備している場合には、同一次
数の正の及び負のビームは、同一のドップラーシフトを具備可能である。正及び負の次数
の弁別は、２つのミラー６３０、６４０を異なる位相によって変調すると共に、位相感知
検出を実行することによって実現可能である。或いは、この代わりに、それぞれのミラー
の異なる周波数による変調による周波数インターリンビングにより、それぞれの正及び負
の次数を弁別することも可能である。
【００２７】
　（代替ミラー構成）
　１．２ミラー（Ｎ＝２）装置は、ビームの１次元アレイを生成可能である。
　２．三角ミラートンネル（Ｎ＝３）は、ビームの２次元六角形アレイを生成可能である
。
　３．矩形アレイ（Ｎ＝４）は、ビームの直線アレイを生成可能である。
　４．更に高次の次数（Ｎ＝５、６）は、更に複雑な２次元パターンを生成可能である。
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　５．円筒形導波路は、サンプル上に複数次数のリングを生成可能である。
【００２８】
　Ｎ＝２のミラーの使用は、アスペクト比を１：１に維持可能であるという利点を具備可
能である。更には、この模範的な構成によれば、２次元のエリアを照射可能であり、これ
は、内視鏡共焦点顕微鏡法に特に好適である。２次元照射の欠点は、検出メカニズムの複
雑化と、ミラーをコーティングするための高反射率要件を包含可能である。
【００２９】
　（（Ｎ＝２構成を有する）模範的な装置の実施例）
　１０μｍのミラーの間隔（ｄ）、２．０ｍｍのミラーの長さ（Ｌ）、及び１００°の入
力発散角を使用することにより、本発明の模範的な実施例を使用して合計５２０地点を同
時に照射し検出することが可能である。０．９９７のミラー反射率を仮定した場合には、
走査エッジにおける最大二重通過蓄積損失は、６．０ｄＢとなろう。より大きな角度にお
いて最大反射を提供する誘電体コーティングを指定することにより、この損失を極小化可
能である。
【００３０】
　（内視鏡共焦点アプリケーション）
　例えば、ＳＥＣＭの低速走査軸を提供するＳＥＣＭとの関連においてＮ＝２構成を使用
可能である。又、模範的な（Ｎ＝２を有する）ＭＳＧ装置を使用することにより、内視鏡
共焦点顕微鏡法の高速走査軸を提供することも可能である。１つの有益な選択肢は、Ｎ＞
２構成の使用であり、これは、完全な２次元走査を提供可能である。
【００３１】
　（クロストーク）
　サンプル上の（２Ｍ＋１）個のピクセルごとにクロストークが発生可能である。Ｍ個の
ミラーを変調することにより、クロストーク周波数のインターリービングを実現可能であ
る。クロストークは、サンプル上の（２Ｍ＋＋）照射スポット間に存在しているため、Ｎ
を増加させると共にすべてのＮ＝Ｍ個のミラーを変調することにより、Ｎ及びＭの増大と
共にクロストークチャネルの間隔を増大可能である。例えば、Ｎ＝Ｍ＝２の場合には、ク
ロストークは、互いから４スポット直径だけ離れたスポットにおいて発生する。Ｎ＝Ｍが
３に増大した場合には、互いから６直径だけ離れたスポットにおいてクロストークが発生
する。又、スポット間の間隔を増大するか、或いは、ミラートンネルの１／Ｎを照射する
と共に１つのミラーのみを変調することにより、クロストークを低減することも可能であ
る。
【００３２】
　（ＭＳＧスポットの対称性）
　ＭＳＧの照射が模範的なＭＳＧ装置の中心に位置している際には、同一の周波数シフト
及び経路長変動がＭＳＧの中心の周りに対称的に発生する。スポット次数の曖昧さを回避
するべく、これらの対称性のプレーンを破壊しなければならない。この対称性を破壊する
ための１つの方法は、中心からわずかにオフセットされた場所においてＭＳＧ装置を照射
する方法である。この対称性を破壊する別の方法は、わずかに異なる長さ又は角度のミラ
ーを利用する方法であろう。
【００３３】
　（装置の電気光学的な模範的実施例）
　前述の説明においては、サンプル上に複数のスポットを生成するべく、中空のミラーに
基づいた導波路の使用法について説明した。本発明の模範的な代替実施例は、シリコン／
ガラス／水晶導波路を使用可能であり、これは、自己結像効果を生成することにもなろう
。又、導波路は、電気光学材料を包含することも可能であろう。この場合には、異なるス
ポット次数の位相を独立的に変調するように、水晶に印加された電圧によって異常及び正
常屈折率を変更することになる。この構成は、物理的にミラーの距離を変調するのと同一
の効果をもつことが可能である。
【００３４】
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　（断層映像法（ＯＣＴ）アプリケーション）
　標準的な軸方向（深度）優先走査ＯＣＴの場合には、ＭＳＧ装置を使用することにより
、ＯＣＴプローブ内において低速走査軸を提供可能である。これにより、ＯＣＴプローブ
の遠端における画像生成が可能となり、この結果、カテーテル／内視鏡プローブの近端か
ら遠端に動きを変換するべくケーブルを使用した際に見出される束縛及びＮＵＲＤ（Ｎｏ
ｎ－Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｏｔａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｆｅｃｔ：非均一回転欠陥）などのア
ーチファクトを除去可能である。
【００３５】
　ＭＳＧ装置は高速画像生成能力を有しているため、ＯＣＴの優先順位を軸方向から横断
に変更可能である。本発明のこの模範的な変形は、ＲＳＯＤ（Ｒａｐｉｄｌｙ　Ｓｃａｎ
ｎｉｎｇ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｅｌａｙ　ｌｉｎｅ：高速走査光学遅延ライン）の要件を
大幅に減少可能であり、これにより、ＯＣＴシステムの走査速度を大幅に増大可能であろ
う。
【００３６】
　（模範的なＯＣＴ円周画像生成カテーテルの設計）
　（図７の模範的なＭＳＧ装置の拡大概略図に示されているように）方向が空間的に変化
している格子７６０を内蔵することにより、不均一な動きを除去し、円周ＯＣＴ画像生成
を実現可能である。この格子は、ドップラーエンコーディングされたビームのライン又は
２次元のアレイを取得し、このパターンを円７７０にマッピングしている。この模範的な
技法の適用は、冠状動脈のＯＣＴ画像生成用に望ましいであろう。ＭＳＧ装置による円周
画像生成を実現する本発明の別の模範的な実施例においては、図７のカスタム格子７６０
の代わりにヘリカルミラーを挿入している。
【００３７】
　（ＭＳＧ装置の模範的な代替実施例）
　図８に示されているように、本発明によるＭＳＧ装置の別の模範的な実施例は、それぞ
れのファイバに別個のドップラー周波数が付与されるように構成されたスターカプラ８１
０又は複数のファイバ８２０に提供された単一ファイバ入力８００を包含可能である。こ
れらのドップラー周波数は、圧電ファイバストレッチャ、電気光学変調器、又は音響光学
変調器８３０を使用して適用可能である。次いで、それぞれの個別のファイバを導いて遠
端オプティクス８５５によってサンプル８５０上の単一スポットに合焦し、それぞれの固
有のスポットを周波数によってエンコード可能である。
【００３８】
　（ＯＣＴ及び共焦点顕微鏡法用の合成開口ビーム走査）
　横断走査メカニズムを考慮していない本発明によるＯＣＴ又は共焦点画像生成と共に使
用される別の模範的な実施例においては、（図９に示されているように）１次元又は２次
元のファイバアレイ９３５を使用可能である（この場合には、それぞれのファイバ内の光
の位相を制御可能であろう（９３０又は９６０））。それぞれのファイバ内の光の位相を
制御するための構成は、個別のファイバの機械的な操作（例えば、圧電トランスデューサ
）又はアレイの入力における（例えば、液晶空間光変調器を介した）それぞれのファイバ
の位相制御を包含可能である。それぞれの個別チャネルの位相を制御することにより、そ
れぞれのファイバからの出力は、サンプル上において１つ又は複数の焦点９５０を生成す
るべく、その他のファイバからの出力と干渉可能であり、次いで、これを走査可能である
。カテーテル／内視鏡の端部のファイバ束の遠端面に回折オプティクス又はヘリカルミラ
ーを挿入することにより、円周走査を実施可能である。
【００３９】
　（検出）
　ヘテロダイン検出を使用することによって高感度を実現可能である。基準アーム４１０
が変調されると、サンプルアーム及び基準アームからの光の干渉も変調されることになる
。この結果、基準アームの変調周波数上におけるロックイン検出により、大きな信号対雑
音比を実現可能である。ＭＳＧを通じて伝播したそれぞれの異なる経路長の結果として様
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々なスポット次数における様々なスペクトル干渉縞周波数を検出するＳＤ－ＯＣＴやＯＦ
ＤＩなどの周波数ドメイン法を利用することも可能である。
【００４０】
　以上は、本発明の原理を例示したものに過ぎない。本明細書における開示内容に鑑み、
当業者には、説明した実施例に対する様々な変更及び変形が明らかであろう。実際に、任
意のＯＣＴシステム、ＯＦＤＩシステム、又はその他の画像生成システム、並びに、例え
ば、２００３年１０月２７日付けで出願された米国仮特許出願第６０／５１４，７６９号
及び２００３年１月２４日付けで出願された国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０３／０２３４
９号（これらの開示内容は、本引用により、そのすべてが本明細書に包含される）に記述
されているものなどと共に本発明の模範的な実施例による構成、システム、及び方法を使
用可能である。従って、当業者であれば、本明細書には明示的に図示及び説明されてはい
ないが、本発明の原理を実現しており、従って、本発明の精神及び範囲内に属する様々な
システム、構成、及び方法を考案可能であることを理解されたい。更には、従来技術の知
識は、本明細書における先程の引用によって明示的に除外されていない限り、そのすべて
が本明細書に明示的に包含されている。本明細書において先程引用されたすべての文献は
、引用によってそのすべてが本明細書に包含されている。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】従来（ＰＲＩＯＲ　ＡＲＴ）のＯＣＴカテーテルの側面断面図である。
【図２】バレット食道を患っている被検体から採取された図１の従来のＯＣＴカテーテル
を使用したＯＣＴ画像であり、これは、不均一な直線的な動きのアーチファクトを示す図
である。
【図３】本発明の模範的な一実施例による時間ドメイン（「ＴＤ」－ＯＣＴ）において潜
在的に移動するか、又はスペクトルドメイン（「ＳＤ」－ＯＣＴ）において固定状態に留
まることができる基準アームミラー、或いは、ＯＦＤＩ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｉｍａｇｉｎｇ：光学周波数ドメイン画像生成）技術を有してい
る周波数エンコードされた複数ビームＯＣＴシステムの概略側面図である。
【図４】本発明の別の模範的な実施例によるカテーテルの遠端に単一モードファイバ及び
複数ビーム生成要素を含んでいる複数ビーム光学画像生成システムの概略側面図である。
【図５】本発明の更に別の模範的な実施例によるカテーテルの近端にファイバアレイ及び
複数ビーム生成要素を含んでいる複数ビーム光学画像生成システムの概略側面図である。
【図６】２つのミラーを含む本発明によるＭＳＧ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｓｐｏｔ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｎｇ：複数スポット生成）装置の模範的な実施例の拡大概略図である。
【図７】円周走査パターンを生成するべく使用可能なＭＳＧ装置の別の模範的な実施例の
拡大概略図である。
【図８】サンプル上においてそれぞれの別個のビームを変調するべく使用可能な本発明に
よる光ファイバ構成の模範的な実施例の側部概略図である。
【図９】合成開口ビーム走査用の光ファイバ構成の別の模範的な実施例の側面概略図であ
る。
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